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別紙 

該当箇所 当協会の意⾒ 
総論 本ガイドラインに賛同します。 

当協会はユニファイド通信事業者の業界団体として、ウェブ会議システム
やクラウド PBX サービス（電話転送サービス）、メッセージングサービス
などユニファイド通信サービス全般の健全な普及・利活⽤を推進してきま
した。 
これらのサービスは昨今のクラウド、IP、AI などの様々な技術⾰新によ

って急速に発展しており、グローバルレベルで多くの企業が参⼊し、激し
い開発競争が⾏われています。電話や SMS などの従来の通信サービスとも
融合しながら、従来の制約であった電話の地理的制約を開放し、働く場所
や時間を開放することで、世界中で多くのリモートワーカーが誕⽣しまし
た。ワークライフバランスや働き⽅改⾰の推進が実現されることにより
⼈々のゆとりある快適な⽣活や産業の発展に貢献しています。他⽅でこれ
らのユニファイド通信サービスの発展・普及が不適正利⽤の温床になる可
能性など新たなリスクが⽣まれてきたことも確かです。当協会は 2019 年の
設⽴当時、3 つの主要な活動⽬標のひとつに「新たな社会問題への対処」を
定めました。当協会はこれを起点として、ユニファイド通信サービスの発
展と安全な社会の両⽴を⽬指し、総務省殿や警察庁殿、弁護⼠団体等関係
者との議論を深めながら、積極的に活動してきたところです。 
本ガイドラインは、当協会の現状の認識と⼀致しております。犯罪を防ぎ

ながら、安⼼して新しい通信サービスを普及させていくにはリスクを的確
に評価し、そのリスクに応じて適切な対処を⾏っていく必要があります。
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特にサービスの普及・発展期であり、サービスが⽇々進化しているユニフ
ァイド通信サービスにおいては、⼀律に適⽤される固定的な規律では最適
な運⽤が難しい点もあることから、サービスの実態や事業者の状況に合わ
せて適切に対処するリスクベース・アプローチを採⽤することが最も効果
的であると考えます。 
また、電話転送サービス、電話受付代⾏サービス等の分野においては、こ

れらの規律を知らずに、もしくは適切な制度⾯での対応を⾏わずに事業を
⾏っている事業者も存在する可能性があることから、業界が健全に発展し
ていくために対象事業者に対し本ガイドラインが⼗分に周知されることを
期待します。当協会は総務省殿と連携しながら本ガイドラインの周知につ
いて積極的に協⼒していく所存です。 

⾼まりをみせるマネロン・テロ資⾦供与リスクに対して、
我が国の電話受付代⾏業及び電話転送サービス事業界全体
の健全性を維持するためには、個別の電話受付代⾏業者及
び電話転送サービス事業者における対応のみならず、関係
当局、電話受付代⾏業者及び電話転送サービス事業者が連
携・協働して対応を進めていく必要がある。特に、時々変
化するマネロン・テロ資⾦供与の動向に機動的に対応する
ためには、国際的な議論・先進的な取組み等についての情
報収集が重要となるが、個別の電話受付代⾏業者及び電話
転送サービス事業者において収集できる情報には限界があ
ることも考えられるほか、対応のノウハウを蓄積する上で
も、⾮効率となりかねない。こうした観点から、総務省と

賛同します。 
本ガイドラインは、その実効性の確保や効率的で効果的な運⽤を推進する
観点から、適宜議論・⾒直しが⾏われることを期待します。当協会は、こ
れまでも制度・規制等の勉強会を開催するなどして会員事業者の適切な事
業運営を⽀援しています。総務省殿におかれては引き続き新しい規律等の
共有や講義、議論等、当協会との緊密な連携を図っていただくことを希望
します。当協会は業界の健全な発展を⽬指し、総務省殿と緊密な連携をす
すめ、業界団体としての責務を果たしていく考えです。 
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しては、従前以上に関係省庁との連携を深めて情報収集を
強化し、モニタリング等で得た参考となる事例等も含め、
こうした過程で収集した事例や情報 等について、電話受付
代⾏業者及び電話転送サービス事業者と共有を図ってい
く。また、個別の電話受付代⾏業者及び電話転送サービス
事業者とも継続的に対話等を⾏うなどして、マネロン・テ
ロ資⾦供与対策に係る課題や解決策、環境整備等について
の継続的な検討を促していく。また、官⺠双⽅の円滑なコ
ミュニケーションを更に促進する観点から、個別の電話受
付代 ⾏業者及び電話転送サービス事業者からの意⾒等を踏
まえて、モニタリングやアウトリーチ等のあり⽅について
も、継続的に⾒直していく。 


